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規    則 

 

那覇市税条例施行規則の一部を改正する規則（納税課） 

那覇市規則第36号  

平成30年７月３日  

公   布   済  

 

 

那覇市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市こども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則（子育て

応援課） 

那覇市規則第37号  

平成30年７月３日  

公   布   済  

 

 

那覇市こども医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則（国民健康保

険課） 

那覇市規則第38号  

平成30年７月３日  

公   布   済  

 

那覇市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

街区の区域変更について（地籍調査課） 

那覇市告示第 143 号  

平成 30 年６月 21 日  

掲 示 済  

 

 

街区の区域変更について 

 

 

那覇市住居表示に関する条例第２条の規定に基づき、住居表示地区の街区の区域

変更を次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 実施区域     那覇市樋川２丁目 

（別図１） 

 

２ 実施期日     本告示の日 

 

３ 変更箇所     樋川２丁目の一部 

               (別図２，３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２０号   2018（平成30）年７月17日 

 720 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２０号   2018（平成30）年７月17日 

 721 

 

 
 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２０号   2018（平成30）年７月17日 

 722 

 

 
 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２０号   2018（平成30）年７月17日 

 723 

 

建築基準法第42条第１項第４号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 148 号  

平成 30 年６月 29 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第４号の規定による道路の指定について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第４号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１  指定道路の種類：第 42条第１項第４号の規定による指定に係る道路 

２  指定の年月日：平成 30年６月 29日 

３  指定道路の位置：別図参照 

４  指定道路の延長及び幅員： 

那覇広域農連市場地区防災街区整備事業（道路） 

区画道路１号 樋川 22号   延長約 55ｍ、幅員６ｍ 

区画道路３号 樋川 23号(歩) 延長約 60ｍ、幅員４ｍ 
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平成 30 年度那覇市一般会計補正予算(第２号)（財政課） 

那覇市告示第 166 号  

平成 30 年７月 17 日  

 

平成30年(2018年)６月那覇市議会定例会で議決された平成 30年度那覇市一般会

計補正予算(第２号)の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 30年度那覇市一般会計補正予算(第２号) 

 

平成 30年度那覇市の一般会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 67,261千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147,670,909千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

14 国庫支出金  41,687,491 10,092 41,697,583 

２ 国庫補助金 7,643,112 5,092 7,648,204 

３ 委託金 107,001 5,000 112,001 

15 県支出金  19,650,820 20,605 19,671,425 

２ 県補助金 10,522,253 20,605 10,542,858 

16 財産収入  656,755 970 657,725 

１ 財産運用収入 364,917 970 365,887 

18 繰入金 

  

 4,349,583 27,594 4,377,177 

２ 基金繰入金 4,348,356 27,594 4,375,950 

20 諸収入  1,298,222 8,000 1,306,222 

３ 貸付金元利収入 260,361 7,000 267,361 

５ 雑入 973,603 1,000 974,603 

歳 入 合 計 147,603,648 67,261 147,670,909 
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歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

２ 総務費  11,562,008 5,000 11,567,008 

１ 総務管理費 9,262,933 5,000 9,267,933 

３ 民生費  75,946,821 7,727 75,954,548 

３ 生活保護費 22,904,596 7,727 22,912,323 

４ 衛生費  8,859,504 2,515 8,862,019 

１ 保健衛生費 4,860,806 2,515 4,863,321 

６ 農林水産業費  238,127 2,493 240,620 

３ 水産業費 167,539 2,493 170,032 

７ 商工費  1,844,573 31,463 1,876,036 

１ 商工費 1,844,573 31,463 1,876,036 

８ 土木費  16,123,792 ０ 16,123,792 

４ 都市計画費 8,387,178 ０ 8,387,178 

９ 消防費  2,795,316 5,000 2,800,316 

１ 消防費 2,795,316 5,000 2,800,316 

10 教育費  17,071,903 4,998 17,076,901 

３ 中学校費 3,108,987 10,585 3,119,572 

５ 社会教育費 1,496,409 △5,587 1,490,822 

14 予備費  70,000 8,065 78,065 

１ 予備費 70,000 8,065 78,065 

歳 出 合 計 147,603,648 67,261 147,670,909 

 

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 

那覇市告示第 167 号  

平成 30 年７月 17 日  

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第１項の規定に基づき平成

30年６月 26日付け次のように指定した。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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 医師氏名 診療科目 医療機関名 

１ 平沼 進 心臓血管外科 大浜第一病院 

２ 仲宗根 卓 循環器科 沖縄協同病院 

３ 金城 渚 内科 琉生病院 

４ 井上 円佳 小児科 那覇市立病院 

５ 屋良 朝太郎 小児科 那覇市立病院 

 

 

 

公    告 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について(クリーン推進課) 

那覇市公告第 138 号  

平成 30 年６月 29 日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167条の６

の規定により公告する。 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

１．入札に付する事項 

 （１） 件     名 ： 平成 30年度消防設備保守点検業務委託 

 （２） 履 行 期 間 ： 契約の日から平成 31年３月 31日 

 （３） 履 行 場 所 ： 汚水処理場、エコマール那覇プラザ棟、 

リサイクル棟、し尿等下水道放流施設 

 （４） 概     要 ： 消防法第 17条の３の３に基づく点検 

             仕様書のとおり 

 （５）最低制限価格 ： 設けない。 

２．入札参加資格要件 ： ※入札公告日までに次ぎの資格を全て満たすこと。 

 （１）過去２年間に同規模の国又は地方公共団体の公共施設の点検の実績が２件

以上あること。 

（２）那覇市法制契約課に工事業者の消防設備の業種で登録がなされていること。 

 （３）沖縄県消防設備協会員であること。 
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３．入札保証金   ：  免除（入札参加条件、那覇市契約規則第８条第１項第３号

による） 

４．契約保証金   ：  免除（那覇市契約規則第 30条第１項第９号による） 

５．入札説明会等 ：    入札説明、現場説明会は行いませんので、入札案内及び

仕様書を熟読し不明な点がございましたら、入札案内に従

い担当課まで問い合わせ下さい。入札案内及び仕様書、入

札書、委任状は那覇市ホームページのクリーン推進課の「お

知らせ」よりダウンロードできます。 

６．入札日時     ：  入札案内に記載されています。 

７．担当課       ：  クリーン推進課 管理グループ 渡嘉敷 

      TEL：098-889-3567 FAX：098-888-1274 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 151 号  

平成 30 年７月４日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 152 号  

平成 30 年７月４日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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消防局訓令 

 

那覇市消防職員服務規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第６号  

平 成 3 0 年 ７ 月 ３ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長  島 袋 弘 樹  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 13 号  

平 成 3 0 年 ６ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 467 号 

      指定工事店名    フタバ設備工業株式会社 

      営業所所在地    沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 59番地 

代表者氏名     仲里 章吾 

有効期間      自 平成30年４月１日 

                至 平成35年３月31日 

      異動年月日     平成 30年６月 15日 

      異動事由      商号の変更 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 14 号  

平 成 3 0 年 ６ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 72 号 

      指定工事店名    株式会社沖縄工業 

      営業所所在地    沖縄県那覇市字真地 197番地の７ 

代表者氏名     仲間 寿芳 

有効期間      自 平成28年４月１日 

                至 平成33年３月31日 

      異動年月日     平成 30年６月 22日 

      異動事由      代表者の変更 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 15 号  

平 成 3 0 年 ６ 月 2 8 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第１号に基づき、次のとおり新規がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 505 号 

      指定工事店名    呉工業 

      営業所所在地    沖縄県中頭郡中城村字津覇 571番地２ 

代表者氏名     呉屋 秀次 

有効期間      自 平成 30年６月 27日 

                至 平成 35年３月 31日 
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教育委員会公告 

 

那覇市立森の家みんみん指定管理者の指定申請について 

那覇市教育委員会公告第 14 号  

平 成 3 0 年 ６ 月 2 9 日  

掲      示      済  

 

那覇市立森の家みんみん指定管理者の指定申請について 

 

那覇市立森の家みんみん条例第16条の規定により、平成31年４月から那覇市立森

の家みんみんの管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

教育長  田 端 一 正  

 

１ 名称及び位置 

     名称 那覇市立森の家みんみん 

位置 那覇市首里儀保町４丁目79番地８ 

  

２ 管理の基準及び業務の範囲 

     那覇市立森の家みんみん指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおりで

す。 

 

３ 指定予定期間 

     平成31年４月１日から平成36年３月31日まで(５年間) 

 

４ 応募に関する事項 

(１）応募資格 

指定期間中、那覇市立森の家みんみんの管理運営を円滑かつ安定して実

施できる法人その他の団体とします。また、社会教育法及び那覇市立森の

家みんみんの運営目標を十分に理解し、次に掲げる要件を全て満たすこと

とします。 

① 団体が単独で応募する場合 

ア 本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であること。 

② 共同企業体で応募する場合 

     ア 代表者及び構成員：本市内に本店（主たる事務所）を有する団体である

こと。 

     イ  代表団体を定めたうえで、代表団体及び共同企業体の構成員間で協定を

締結すること。 

 

ウ 同一団体が異なる複数の共同企業体の構成員になることはできません。 
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(２) 欠格事項 

      次に該当する法人等は、申請をすることができません。これらの団体が行

った申請は無効とします。共同企業体の場合には、代表等のほか、構成員の

いずれかが次に該当した場合には、当該共同企業体が行なった申請は無効と

します。 

① 市税等の滞納をしている法人等。 

② 応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等。 

③ 過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り

消しを受けている法人等。 

④ 会社の更正法及び民事再生法等に基づく手続き中の法人等。 

⑤ 団体の代表者及び役員が破産者又は禁固以上の刑に処せられている法人

等。 

⑥ 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする法人等。 

⑦ 暴力団による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人等。 

 

５ 申請の方法 

(１) 那覇市立森の家みんみん指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおりで

す。 

(２) 募集要項等の配布 

配布期間：平成30年７月９日(月)から平成30年９月７日(金)まで 

(土曜、日曜及び祝日を除く)  

     配布時間：午前９時から午後５時まで 

(正午から午後１時までの間を除く) 

     配布場所：那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

          (那覇市役所 本庁舎10階) 

      所定の様式の電子データについては、那覇市教育委員会 生涯学習課ホー

ムページからダウンロードすることもできます。 

(３) 指定申請書の提出先  

持参により下記場所へ提出して下さい。 

    場所： 那覇市泉崎１丁目１番１号   那覇市役所10階 

那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

 

６ 申請を受付する期間 

(１) 受付期間：平成30年８月７日(火)から平成30年９月７日(金)まで 

                    (土曜、日曜及び祝日を除く) 

(２) 受付時間：午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までの間を除く） 

 

７ 説明会及び施設見学会の開催 

    那覇市立森の家みんみんの説明会及び施設見学会を開催します。なお、この

説明会に参加しなくても応募することはできます。 
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(１) 日  時： 平成30年７月24日(火) 午後２時から 

(２) 場  所： 那覇市立森の家みんみん 研修室 

           那覇市首里儀保町４丁目79番地８ 

(３) 申込受付： 平成30年７月20日（金）午後５時までに、那覇市立森の家み

んみん説明会及び施設見学会参加申込書（様式６）を問い合

わせ先へメールまたはFAX送信で提出してください。なお、参

加人数は１団体３名までとします。 

 

８ 問い合わせ先 

   那覇市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

   住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

   電話  098-917-3509 

   FAX   098-917-3521 

     E-mail E-BOY-IKUSEI@city.naha.lg.jp 

 

 

監査委員告示 

包括外部監査の事務を補助する者について 

那覇市監査委員告示第１号  

平 成 3 0 年 ６ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

那覇市監査委員   久 場 健 護  

同      宮 里 善 博  

同      古 堅 茂 治  

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第１項に規定する包括外部

監査人の監査の事務を補助する者について、同条第２項の規定により、次のとおり

告示します。 

 

１ 監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

氏  名 住     所 

石井 恵介  

森田 純匡  

屋嘉比 政樹  

 

２ 監査の事務を補助できる期間 

  平成 30年７月１日から平成 31年３月 31日まで 

 


